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別紙 １
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１．契約の保証について

落札者は、以下の(１)から(５)に掲げるいずれかの契約の保証を付されなければならな

い。

(１) 請負代金の1 0 0分の10以上の契約保証金の納付（現金）

(２) 請負代金の1 0 0分の10以上の契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供（国

債等）

(３) 請負代金額の1 0 0分の10以上の銀行等又は保証事業会社の保証（保証証書）

(４) 請負代金額の1 0 0分の10以上の公共工事履行保証証券による保証（保証証書）

(５) 請負代金額の1 0 0分の10以上の履行保証保険契約の締結（保険証券）

２．提出書類等

落札者は、工事請負契約書（案）の提出とともに、以下の(１)から(５)に掲げるいずれ

かのものを提出しなければならない。

(１) 契約保証金の納付の場合

【歳入歳出外現金領収証書の写しを提出すること。】

① 歳入歳出外現金納付書については、担当者から受領し、請負代金の1 0 0分の10以上

の契約保証金を指定された金融機関（庁舎内銀行窓口）に納付し、歳入歳出外現金領

収証書の交付を受けること。

② 歳入歳出外現金領収証書の写しを提出する場合、その原本を持参すること。

③ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては担当

者の指示に従うこと。

④ 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、契約保証金は、市に

帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金（工事請負契約書第48条第２

項）の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

⑤ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、契約保証金の還

付を求める旨の契約保証金還付請求書を提出すること。

(２) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供の場合

【契約保証金に代わる担保としての有価証券保管証の写しを提出すること。】

① 有価証券払込書は、担当者から受領すること。

② 有価証券の担保価値の金額が、請負代金額の1 0 0分の10以上になる有価証券の額面

のものを提供すること。（有価証券の担保の価値については、担当者に確認してくだ

さい。）

③ 請負代金額の変更により契約保証金の金額を変更する場合の取扱いについては担当

者の指示に従うこと。

④ 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除されたときは、有価証券は、市に帰

属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金（工事請負契約書第48条第２項

）の金額が、契約保証金の金額を超過している場合は、別途、超過分を徴収する。

⑤ 請負者は、工事完成後、請負代金額の支払請求書の提出とともに、有価証券の還付

を求める旨の保管有価証券還付請求書を提出すること。

(３) 金融機関等の保証の場合

【債務不履行による損害金の支払いを保証する金融機関等の保証に係る保証書を提出

すること。】

① 債務不履行により生ずる損害金の支払いの保証ができる者は、出資の受入れ、預か

り金及び金利等の取締りに関する法律（昭和29年法律第1 9 5号）第３条に規定する金

融機関である銀行、信託会社、保険会社、信用金庫、信用金庫連合会、労働金庫、労

働金庫連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、信用協同組合、農業協同組合、水

産業共同組合又はその他貯金を受け入れを行う組合（以下「銀行等」という。）又は

保証事業会社とする。ただし、金融機関等によっては当該保証を取り扱っていない場

合もあるので、留意すること。

② 保証書のあて名の欄には、うるま市長と記載するよう申し込むこと。
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③ 保証債務の内容は、工事請負契約書に基づく債務の不履行による損害金の支払いで

あること。

④ 保証書上の保証に係る工事の工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

で申し込むこと。

⑤ 保証金額は、請負代金額の1 0 0分の10以上の金額とすること。

⑥ 保証期間は、契約締結日及び工期を含むものとすること。

⑦ 保証債務履行の請求の有効期間は、保証期間経過後６ヵ月以上確保されるものとす

ること。

⑧ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等

の取り扱いについては、担当者の指示に従うこと。

⑨ 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、銀行等又は保証事業

会社から支払われた保証金は、市に帰属する。なお、請負代金額の増減契約により、

違約金（工事請負契約書第48条第２項）の金額が保証金額を超過している場合は、別

途、超過分を徴収する。

⑩ 請負者は、銀行等が保証した場合にあっては、工事完成後、保証書の返還を受け、

銀行等に返還するものとする。

(４) 公共工事履行保証証券による保証の場合

【債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証に係る証券を提出すること。

（ただし、金銭的保証を求める場合は、債務不履行による損害金の支払いを保証するも

のとる。）】

① 公共工事履行保証証券とは、保険会社が保証金額を限度として債務の履行を保証す

る証券である。（ただし、金銭的保証を求める場合は、債務不履行による損害金の支

払いを保証するものである。）

② 公共工事履行保証証券のあて名の欄には、うるま市長と記載するように申し込むこ

と。

③ 証券上の主契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事

名で申し込むこと。

④ 保証金額は、請負代金額の1 0 0分の10以上の金額とすること。

⑤ 保証期間は、契約締結日及び工期を含むものとすること。

⑥ 請負代金額の変更又は工期の変更等により保証金額又は保証期間を変更する場合等

の取り扱いについては、担当者の指示に従うこと。

⑦ 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社から支払わ

れた保証金は、市に帰属する。なお、請負代金額の増額契約により、違約金（工事請

負契約書第48条第２項）の金額が保証金額を超過している場合は、別途、超過分を徴

収する。

(５) 履行保証保険契約の締結の場合

【債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約に係る証券を提出す

ること。】

① 履行保証保険とは、保険会社が債務不履行時に、保険金を支払うことを約束する保

険である。

② 履行保証保険は、定額てん補方式を申し込むこと。

③ 保険証券の被保険者の欄には、うるま市長と記載するように申し込むこと。

④ 証券上の契約の内容としての工事名の欄には、工事請負契約書に記載される工事名

で申し込むこと。

⑤ 保険金額は、請負代金額の1 0 0分の10以上の金額とする。

⑥ 保険期間は、契約締結日及び工期を含むものとする。

⑦ 請負代金額の変更により保険金額を変更する場合の取扱いについては、担当者の指

示に従うこと。

⑧ 請負者の責めに帰すべき事由により契約が解除された場合は、保険会社から支払わ

れる保険金は、市に帰属する。なお、請負代金額の総額契約により、違約金（工事

請負契約書第48条第２項）の金額が保険金額を超過している場合は、別途、超過分を

徴収する。


